
金
海
古
蹴
忠
巻
八

は
ね
た
み
、
高
一
の
時
は
下
知
に
付
か
ざ
る
も
の
也
。
夫
故
に
ゐ
れ

が
諦
る
な
と
申
付
た
り
。
此
皆
勝
て
い
へ
と
御
意
な
り
。
治
兵
衛
罷

蹄
委
細
申
上
け
る
慮
、
御
4

ん
と
被
ν
仰
。
則
大
謄
を
召
‘
思
召
逮
に
て
被
=

仰
付
-
-
闘
被
a
仰
渡
吋
大
鰐
承
り
、
御
意
を
相
背
き
申
儀
毛
頭
無
品
御
座
一

小
松
様
よ
り
御
内
容
を
以
被
=
仰
下
-
故
、
僻
退
申
上
候
回
日
経
で
申
上

た
り
。
共
後
小
松
様
よ
り
御
額
に
て
、
大
勝
暫
時
公
事
場
奉
行
を
勘

た
り
。
小
松
様
御
意
に
、
筑
前
家
替
は
じ
め
頼
之
儀
に
候
問
、
相
勤

央
候
へ
と
の
御
事
ゆ
ゑ
相
動
、
無
‘
程
御
指
除
被
v
成
た
り
と
、
坂
井
氏

物
語
也
と
見
ゆ
。
右
横
山
大
膳
は
元
祖
山
按
守
長
知
の
長
男
大
膳
康

玄
也
。
此
の
人
は
座
長
十
年
利
長
卿
被
-
-
召
出
一
寛
永
八
年
江
戸
難
問

の
使
節
相
勤
め
、

E
保
二
年
九
月
父
に
先
立
ち
残
す
。
又
一
本
夜
話

鍛
に
去
ふ
。
臭
村
源
左
衛
門
を
公
事
場
奉
行
に
被
ι
仰
付
吋
一
然
る
底
源

左
衛
門
は
片
口
の
最
負
づ
よ
き
人
也
。
公
事
聞
杯
に
は
不
相
感
之
者

也
と
取
々
申
怠
ら
し
け
り
。
此
曲
目
附
衆
書
上
け
る
底
、
御
覧
被
ν
成、

源
左
衛
門
を
被
v
召
。
則
罷
出
に
付
、
年
寄
衆
召
遁
御
前
へ
罷
出
け
る

底
、
源
左
衛
門
儀
公
事
場
奉
行
申
付
る
底
、
片
口
に
て
最
負
づ
よ
き

者
ゆ
ゑ
、
公
事
聞
に
は
不
相
臆
と
何
茂
申
よ
し
也
。
源
左
衛
門
最
負
強

き
者
と
閑
た
る
ゆ
ゑ
に
申
付
た
り
。
源
左
衛
門
を
最
負
す
る
者
は
我

ニ
ム
ハ

等
の
け
て
は
有
閑
敷
、
左
候
は
ど
我
等
が
矯
め
悪
敷
や
う
に
は
在
問

敷
、
調
左
様
に
心
得
候
や
う
に
と
御
意
た
り
。
上
下
此
御
意
を
承
り

感
服
仕
と
い
へ
り
。
按
や
る
に
、
奥
村
源
左
衛
門
は
臭
村
伊
諜
守
永
・

縞
が
家
と
同
姓
に
て
、
奥
村
釆
女
の
弟
也
。
釆
女
大
聖
寺
披
賢
の
時

腎
死
す
。
故
に
兄
の
家
総
五
千
石
を
賜
は
り
‘
周
防
長
元
と
云
ひ
・

後
源
左
衛
門
と
改
稿
し
‘
底
安
三
年
正
月
夜
す
と
家
鵠
に
あ
り
。
右

は
公
事
場
の
因
み
に
記
載
す
。
扱
公
事
場
は
駿
藩
の
際
ま
で
存
在
し

て
‘
奮
藩
中
甚
だ
椴
威
強
き
役
所
た
り
し
か
ど
、
厳
海
の
際
審
・
行
を

ぽ
菟
じ
、
囚
人
を
ぽ
獄
屋
に
入
置
き
‘
そ
の
ま
a
A

牒
鹿
諮
訟
係
へ
引

港
り
、
題
訟
諜
の
官
員
賞
分
役
所
と
た
し
‘
諒
訟
・
断
獄
雨
役
所
乗
置

け
る
底
、
後
囚
獄
所
と
稽
し
、
霊
ね
て
監
獄
署
と
改
稿
す
。

O
岡
嶋
備
中
審
邸

延
貨
の
金
樺
聞
に
、
公
事
場
の
右
隣
を
岡
島
備
中
、
共
の
隣
を
奥
村

源
左
衛
門
の
居
邸
と
す
。
岡
島
氏
の
居
邸
は
‘
前
口
三
拾
五
間
三
尺
、

奥
行
公
事
場
の
方
三
拾
四
間
‘
奥
村
の
方
三
拾
九
聞
と
あ
り
。
右
邸

地
は
元
祖
備
中
守
一
吉
以
来
の
居
第
な
る
か
。
菅
家
見
聞
集
に
、
高

治
二
年
公
事
場
を
岡
島
備
中
宅
の
隣
地
へ
被
ゐ
移
と
見
h
.
さ
て
元
総

六
年
士
艇
に
も
、
岡
島
市
郎
兵
衛
大
手
口
之
近
漣
公
事
場
隣
と
あ
り

て
、
享
保
丸
年
士
般
に
、
三
の
一
千
二
百
石
岡
島
国
次
郎
、
会
事
場

隣
と
記
す
。
右
国
次
郎
享
保
十
三
年
幼
少
に
て
平
世
に
付
き
、
跡
式
・

断
絶
被
v
命
、
居
屋
敷
被
ι
召
揚
一
宇
宙
邸
は
湿
っ
て
多
賀
典
膳
等
へ
賜
は

り
た
り
。

。
岡
崎
備
中
守
-
吉
億

一
吉
は
岡
島
氏
の
元
祖
に

τ、
尾
張
国
春
日
井
郡
盟
島
の
出
生
、
芳

名
を
菩
三
郎
と
云
ひ
、
大
納
言
利
家
卿
越
前
府
中
に
在
披
し
給
ふ
頃

被
v
召
出
-
奉
仕
し
‘
初
め
家
秩
八
十
石
を
賜
は
り
、
武
勇
抜
群
に
て
数

度
の
軍
功
を
瀬
す
。
抽
喝
々
登
庸
せ
ら
れ
、
家
総
途
に
一
高
千
七
百
五

十
石
を
賜
は
り
、
慶
長
三
年
四
月
二
世
利
長
卿
梅
中
納
言
に
鼻
進
し

給
ふ
時
、
従
五
位
下
備
中
守
を
奔
任
し
、
執
政
の
一
人
た
り
し
か
ぽ
、

三
世
権
中
納
言
利
常
卿
K
至
っ
て
も
益
t

国
務
を
輔
佐
し
、
元
和
五
年

八
月
廿
一
日
比
病
を
以
て
卒
す
。
共
の
子
一
元
初
め
右
近
と
稽
し
、

後
帯
刀
左
衛
門
ま
た
備
中
と
稀
す
・
。
父
一
吉
の
遺
跡
を
繕
ぎ
‘
遺
知

一
高
千
七
百
五
拾
石
賜
は
り
、
寛
永
五
年
残
す
。
一
元
に
数
子
あ

り
。
惣
領
一
陳
市
郎
兵
衛
と
稀
し
.
家
嫡
と
成
り
遺
知
の
内
五
千
石

を
賜
ふ
。
庶
子
の
長
男
長
春
内
路
と
稽
す
。
父
遺
知
之
内
三
千
石

賜
は
る
。
共
の
弟
一
宗
兵
庫
と
稽
す
。
父
遺
知
の
内
千
石
賜
は
る
。

金
滞
古
蹟
悲
巻
八

共
の
弟
一
信
五
兵
衛
と
稀
す
。
父
遺
知
之
内
千
石
賜
は
る
。
共
の
弟

軍
治
茜
七
郎
と
稀
す
。
父
遺
知
之
内
千
石
賜
は
り
、
後
五
百
石
加
恩

あ
り
。
共
の
弟
一
忠
治
兵
衛
と
稀
す
。
新
知
二
百
石
賜
は
る
。
後
飢

必
自
殺
し
‘
子
孫
連
綿
せ
宇
。
さ
て
市
郎
兵
衛
一
陳
の
子
元
第
初
め

備
中
と
稽
し
.
後
市
郎
兵
衛
と
云
ひ
、
家
を
縫
ぎ
遺
知
五
千
石
賜
v

之、

E
徳
一
克
年
授
す
。
共
の
子
元
直
初
め
市
正
、
後
源
左
衛
門
と
綿
、

し
、
家
を
縫
ぎ
遺
知
五
千
石
賜
は
り
、
享
保
元
年
残
す
。
嗣
子
元
府

職
人
と
稀
し
、
遺
跡
を
縫
ぎ
遺
知
の
内
四
千
石
賜
は
り
、
事
保
丸
年

残
す
。
共
の
子
一
清
国
次
郎
と
稀
す
。
亭
保
九
年
相
親
す
。
幼
少
に

付
き
遺
知
三
の
一
千
二
百
石
賜
は
り
、
同
十
三
年
六
歳
に
て
早
世

し
、
跡
式
断
絶
の
皆
同
十
七
年
命
あ
り
。

O
岡
嶋
備
中
守
妻
室
之
億
穏

三
蜜
記
に
云
ふ
。
岡
嶋
備
中
守
尾
州
に
有
り
し
時
の
妻
は
、
絵
入
の

• 
娘
な
る
か
定
か
な
ら
宇
。
故
あ
り
て
離
別
す
と
。
此
の
腹
に
一
人
の

男
子
あ
り
。
二
代
備
中
是
た
り
。
其
の
母
離
別
の
後
勢
州
大
河
内
に

行
き
て
、
北
畠
の
家
人
鈴
木
氏
の
娘
を
襲
り
二
子
を
生
む
と
云
ふ
。

さ
て
後
の
妻
室
は
中
院
中
納
言
通
勝
也
足
軒
の
息
女
た
り
。
共
の
故

は
天
正
十
年
明
智
光
秀
反
逆
の
頃
‘
連
歌
の
宗
匠
紹
巴
等
と
連
歌
の

ニ
七




